
ま ほ ろ ば 秦 野 通 信 

令和６年１２月２７日 

タイトル 空家法に基づく特定空家等の略式代執行を行います 

Ｗｈｅｎ 

（いつ） 
令和７年１月７日（火曜日） 午前９時～ 

Ｗｈｅｒｅ 

（どこで） 
秦野市水神町５番１５号（別紙のとおり） 

Ｗｈｏ 

（だれが） 
市都市部交通住宅課 

Ｗｈａｔ 

（なにを） 

空家等対策の推進に関する特別措置法第２２条第１０項に基

づく略式代執行を実施するため、代執行宣言を読み上げます。 

Ｗｈｙ 

（なぜ） 

 水神町５番１５号に存在する管理不全状態の空家等につい

て、平成１９年４月に建物の所有者が亡くなり、令和３年３月

に法定相続人が相続放棄したことで所有者不明の空家となりま

した。 

市では、周辺住民や通行人に被害が及ばないように、市空家

等の適正管理に関する条例に基づき、樹木の伐採や落下等のお

それのある建築部材の撤去等の対応をしてきました。 

しかし、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる

おそれのある状態にあると判断し、令和５年１月２６日付けで

特定空家等に認定しましたが、所有者等がいないため、今後も

状況が改善される見込みがありません。 

そのため、強風による建築部材の飛散や地震による倒壊のお

それなど、周辺住民等に被害を及ぼす危険性があることから、

空家等対策の推進に関する特別措置法第２２条第１０項に基づ

く略式代執行により、当該建物を除却するものです（当日まで

に第三者による解体、除却又は解体の申出があったときは中止

となります）。 

なお、本市での空家法に基づく略式代執行は初の事例となり

ますが、県内では横須賀市２件、厚木市２件の計４件の実施事

例があり、県内では５例目の略式代執行となります。 

問い合わせ 
交通住宅課住宅政策・移住相談担当 担当：横溝 

電話０４６３（８２）９６４２ 

 


